
令和２年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計 補正予算

歳　出 （単位：千円）

款 項 目 節 科目明細 補正前 補正額 補正後額 備考

① 4 2 1 13 特定健康診査等 139,120 3,300 142,420 システム改修費（特定健診受診券）3,300,000円

② 5 1 1 23 保険料還付金 9,751 12,500 22,251 減免還付金（新型コロナウイルス感染症）12,500,000円

補正合計 15,800

補正理由

① 特定健診の係るデータ管理方法の変更に伴うシステム改修経費の補正を行うもの

② 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い収入が減少した世帯に対する保険料減免を実施するための補正を行うもの

歳　入 （単位：千円）

款 項 目 節 補正前 補正額 補正後額 備考

③ 3 1 1 2 33,871 5,000 38,871

④ 5 1 1 1 50,000 3,300 53,300

⑤ 7 1 1 1 0 7,500 7,500

15,800

事業

科目明細

9135

特別調整交付金分

補正合計

9130

災害等臨時特例補助金

繰越金
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瀬戸市国民健康保険料 
新型コロナウイルス感染症の影響により、 

次の要件を満たす方は、 
保険料（税）が減免となります。 

【保険料（税）の減免の対象となる方】 
 

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
又は重篤な傷病を負った世帯の方 

               ⇒ 保険料（税）を全額免除 
 
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収
入減少(※)が見込まれる世帯の方 

                                                       ⇒ 保険料（税）の一部を減額 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇保険料の減免対象は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限
が到来するものとし、すでに納付されたものについても対象です。 

※保険料（税）が一部減額される具体的な要件 
世帯の主たる生計維持者について 
（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に

比べて10分の３以上減少する見込みであること 
（２）前年の所得の合計額が1000万円以下であること 
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下で

あること 

注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。 

  
  

  
 

合計所得金額に応じた減免割合（D） 
 

300万円以下の場合 ：全部(10分の10) 
400万円以下の場合 ：10分の8 
550万円以下の場合 ：10分の6 
750万円以下の場合 ：10分の4 
1,000万円以下の場合 ：10分の2 

減免対象の保険料（税）額（A×B/C） 
 

A:世帯の被保険者全員について算定 
    した保険料（税）額 
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見 
    込まれる収入にかかる前年の所得額 
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者 
    全員の前年の合計所得金額 

○保険料（税）の減免額は、減免対象保険料（税）額（A×B/C）に  
 減免割合（D）をかけた金額です。 

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、    
 対象保険料（税）の全部を免除。 
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